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Ｉ
Ｒ
整
備
法
の
成
立
に
担
当
副
大
臣
と
し
て
関
わ
っ
た
、
あ
き
も
と
司
衆
議
院
議
員
が
逮
捕
さ
れ
、
全
容
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
た
め
、
法
成
立
過
程
に
お
け
る
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
関
与
が
、
こ
の
件
に
限
ら
ず
疑
わ
れ
、
正
当
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ

て
い
る
。 

 

Ｉ
Ｒ
整
備
法
第
一
条
は
、
「
カ
ジ
ノ
事
業
の
収
益
を
活
用
し
て
地
域
の
創
意
工
夫
及
び
民
間
の
活
力
を
生
か
し
た
特
定
複
合

観
光
施
設
区
域
の
整
備
を
推
進
す
る
」
と
謳
い
、
「
財
政
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
」
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
定
め
て
い
る
。
ま

た
、
第
百
九
十
二
条
と
第
百
九
十
三
条
で
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
国
に
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
認
定
都
道
府
県
等
に
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
、
計
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
納
付
金
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
納
付
金
が
財
政
の
改
善
に
資
す
る
も
の
に
な

っ
て
い
る
の
か
、
決
定
過
程
に
遡
っ
て
説
明
す
る
責
任
が
政
府
に
は
あ
る
の
で
、
質
問
す
る
。 

一 

Ｉ
Ｒ
整
備
法
は
、
各
月
に
顧
客
か
ら
交
付
等
を
受
け
た
チ
ッ
プ
の
価
額
か
ら
、
顧
客
に
対
し
て
交
付
等
を
し
た
チ
ッ
プ
の

価
額
を
減
じ
た
額
と
、
顧
客
相
互
間
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
よ
り
得
ら
れ
た
利
益
に
相
当
す
る
額
の
合
計
額
（
以
後
、
カ
ジ
ノ
行

為
粗
収
益
）
の
計
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
納
付
す
る
よ
う
カ
ジ
ノ
業
者
に
義
務
付
け
て
い
る
。 

 
 

こ
の
納
付
率
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
ま
た
何
を
参
考
と
し
た
の
か
を
説
明
さ
れ
た
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い
。 

二 
納
付
率
の
決
定
は
「
財
政
の
改
善
に
資
す
る
」
こ
と
を
十
分
に
考
慮
し
て
定
め
た
も
の
か
。 

三 

Ｉ
Ｒ
（
カ
ジ
ノ
を
含
む
統
合
型
リ
ゾ
ー
ト
）
を
整
備
す
る
認
定
都
道
府
県
へ
の
納
付
金
を
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
十
五
パ

ー
セ
ン
ト
と
し
た
の
は
、
整
備
と
整
備
後
に
要
す
る
見
込
み
額
を
算
定
し
、
そ
れ
を
上
回
る
こ
と
を
見
込
ん
で
の
こ
と
か
。

そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
と
根
拠
で
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
法
定
し
た
の
か
。 

四 

内
閣
府
に
、
Ｉ
Ｒ
に
関
す
る
海
外
出
張
実
績
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
「
内
閣
府
大
臣
官
房
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
設
立
準
備
室

が
設
置
さ
れ
た
平
成
三
十
年
八
月
十
四
日
以
降
の
実
績
」
と
い
う
「
注
」
入
り
で
、
十
一
か
国
も
の
海
外
出
張
実
績
の
一
覧

（
以
後
、
一
覧
）
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 
 

一
覧
に
よ
れ
ば
、
Ｉ
Ｒ
に
関
す
る
海
外
出
張
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
九
回
四
十
八
人
、
米
国
に
八
回
三
十
三
人
、
マ
カ
オ

に
四
回
十
七
人
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
三
回
十
二
人
、
カ
ナ
ダ
に
二
回
六
人
、
デ
ン
マ
ー
ク
に
一
回
二
人
、
マ
ル
タ
に
一
回

二
人
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
に
一
回
四
人
、
イ
タ
リ
ア
に
一
回
六
人
、
英
国
に
一
回
六
人
、
ス
ペ
イ
ン
に
一
回
六
人
が
二
〇
一
八
年

九
月
か
ら
二
〇
一
九
年
十
月
ま
で
の
間
に
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。 

 
 

し
か
し
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
に
提
出
さ
れ
た
資
料
を
見
て
も
、
こ
れ
ら
十
一
か
国
に
お
け
る
納
付
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金
に
相
当
す
る
情
報
は
乏
し
く
、
米
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
カ
オ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
四
か
国
分
し
か
な
か
っ
た
。
こ

れ
ら
四
か
国
に
お
い
て
、
カ
ジ
ノ
が
立
地
し
て
い
る
自
治
体
や
国
へ
の
納
付
率
（
ま
た
は
公
租
公
課
率
）
は
い
く
ら
か
。
各

国
ご
と
に
把
握
し
て
い
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
会
議
の
資
料
に
は
な
い
、
カ
ナ
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
マ
ル
タ
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
、
イ
タ

リ
ア
、
英
国
、
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
カ
ジ
ノ
が
立
地
し
て
い
る
自
治
体
や
国
へ
の
納
付
率
（
ま
た
は
公
租
公
課
率
）
は
い
く

ら
か
。
各
国
ご
と
に
把
握
し
て
い
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

内
閣
府
に
求
め
て
提
供
さ
れ
た
資
料
に
よ
れ
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
、
カ
ジ
ノ
事
業
者
は
収
入
の
最
大
七
十
五
パ
ー
セ
ン

ト
を
納
税
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
公
租
公
課
率
が
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進

会
議
に
提
供
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
デ
ン
マ
ー
ク
へ
の
出
張
で
は
、
ど
こ
へ
行
き
、
誰
に
会
い
、
何
を
調
査
し
て
き

た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


